
近年の自殺者数の推移  
）  

平成9年→平成10年で急増し以降3万人超  
40，。。 汁  

35，000  

30，000  

25，000  

20，000  

15，000  

10．000  

5，000  

0  

H7   H8   H9  日10  Hll H12  H13  H14  H15  H16  H17  H18  
出典：警察庁「自殺の概要」  

一や一総数一一男性一－一女性  

各年齢層における自殺率の変化  
働きざかりの世代の自殺率がこれほど急激に上昇に転じた例は世界的に見てもほとんどない！  

平成9年及び平成15年   

人口動態調査より  
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○制度の外にあるニーズ（ゴミだし、電球の交換 等）  
○希Il度の谷間の者（軽度障害、一時的要支援 等）  

○孤立への対応（見守り、声かけ 等）  
○社会から排除されやすい人々の社会的包摂（ソーシャルインクルージョン）の問題  

ひとり暮らし、あるいは家族がいても支えにならず、その上地域から孤立していたり、自ら問題解決に向かうことができない  
人々については、特に意識して周囲から働きかけ、必要な支援に結びつけることがないと、問題が潜在化、深刻化する。  
（家族や友人、地域などの身近なセイブティネットがうまく働かない状態にある人々）  

ひとり暮らしである  
＊本人の訴えがないと問題が見えない  

○自分で問題解決できない、自分から助け  
を求めない  

0地域から孤立。偏見にさらされている  

0低所得であることが多い  

あるいは  

家族がいるが支えにならない  
＊かえって周囲が関与しにくい  

＊問題が重なり合い増幅することがある  

（例えば）  

○一人暮らしで、消費者被害にあっても自覚がない。  
○一人暮らしで、困ったときに手助けを頼める関係を持っていない。  
○長期失業で引きこもってしまい親族や地域の付き合いが断絶し、身近に手助けを求められる人がいない。  
○認知症の母と精神障害の息子の世帯で、問題が生じてもどちらも問題解決能力がなく解決に向かえない  
○家族による虐待や権利侵害があるが、サービス利用を拒絶し外との接触をもたない。   
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生活を通じて支援する  

O「機能」→「活動」と「参加」の重視  

O「意欲を引き出す」アプローチ：  
「暮らしの中で支える」  

○リハビリテーションの重視  

24  

回   テーマと主な意見   既存施策のレビュー   

第2回  【テーマ：地域福祉が取り組むべき課題】   

く主な意見〉  

○地域の要支援者像  

ひとり暮らし、あるいは家族がいても支えにならず、その上、地域から孤立していたり、判断能力  

が不十分等により自ら問題解決に向かうことができない状態にある人々  

○地域の問題としてあげられたこと  
社会福祉協議会  

・制度の狭間にある者（地域の要支援者）への対応  

・既存施策では応えきれていないニーズの存在  

・地域の意識から生まれる問題の存在  

・総合的な対応の不十分さから生まれる問題の存在 等   

第3回  【テーマ：地域の要支援者への支援のあり方について】   

く主な意見〉  

○支援において必要な視点について  

・「地域での自立とは何であるか」を明らかに  

・生活リスクマネジメント、ケイパビリティ支援  

・ひとりひとりのつながりをみる、近隣・家族のつながりを切らないように  等  
民生委員・児童書員  

○支援の具体的な方法について  

・早期発見・予防、助けを求める力のない人に対応、生活全体をずっと見ていく支援  

・サービスヘのアクセス支援  

■サービスと生活の総合性の関係整理  

・要支援が利用者でなくボランティアとして参加する形  

・サービス利用に左右されない地域との関係づくり  等   

25   



回   テーマと主な意見   既存施策のレビュー  

】  

・助けられ上手教育  
・知識の正しい周知、事前の認識  
・災害時支援等にもつながる日常の顔のみえる関係づくり  

・地域が持つべき機能（発見、相談、見守り等）を情報面から考え直す  

・新しい互酬性の仕組みを考える  
・監視から見守りへ  等  ○要支援者を含む地域の人々に対する働きかけ、地域の活動のあり方について  

26  

【テーマ：地域福祉を進めるためのシステムのあり方について  

～地域福祉をさらに発展させるためにはどうすればよいか－】  

○ 地域の範囲をどう考えるか  

小地域、声かけ、見守りができる範囲、区域のズレ 等  

○ ネットワークをどう作るか  

自治体・町内会tNPO・ボランティア等の地域資源 等  

○ 見つけにくい二⊥ズをどう発見するか  

マンション居住者、孤立・ひきこもり、個人情報保護 等  

○ 専門職や事業者との関係はどうあるべきか  

専門職によるコーディネート機能 等  

○  について  

公民館、空き店舗等の活用 等  
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地域福祉の振興ために   

一既存の制度の再構築－  

○民生委員  
＊  

○ボランティア  

○社会福祉協議会  
＊  

○サービス利用支援：「権利擁護事業」  

○生活福祉資金  
＊  

○地域福祉計画  

○共同募金  
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民生重責の現状  

○ 委嘱者数  

226，613人（平成18年3月31日現在）  

○ 性 別  

男性41．6％ 女性58．4％  

※従来は男性が多かったが、平成7年に女性の数が上回る  

○ 年 齢  

7％、70歳以上が24．6％  3
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活動状況  

○ 民生委員は調査・実態把握、相談支援を行うほか、各種行   
事への参加協力や自主的な地域福祉活動を行うなど、幅   
広い活動を行っている。（年間の総活動件数は約3，000万   
件）  

○ 相談支援活動については、784万件を超えており、   

①分野別では、「高齢者に関すること」が54．6％と半数を   
超え、「子どもに関すること」が17．8％、「障害者に関するこ   

と」が7．2％となっている。  

②内容別では、日常的な支援、在宅福祉、健康・保健医療、  
児童関係など幅広い相談を行っている。  

30  

活動個数  

○ 民生委員1人の1月当たりの活動  

・相談支援件数が約3件   

t訪問連絡調整回数が約17件   

■その他の活動件数が約8件  

1月当たりの平均活動日数は、13．2日と  

なっている。   
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福祉サービス利用援助事業の位置づけ  

○ 平成12年介護保険制度の導入、社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正す   

る等の法律の施行により、福祉サービスが措置から利用へと移行する中で、利用者の利益の保   

護を図る仕組みが求められた。   

○ 一方、近年、地域では、一人暮らし高齢者世帯の増加、地域生活に移行する精神・知的障害者   

の増加が見込まれており、これらの人々を標的とした詐欺行為等の増加の危倶。   

○ 地域での生活は、あらかじめ必要なものが用意され、安心と安全が担保されている施設とは異   

なり、資源が多様で点在しており、うまく活用できない場合には生活を円滑に営めない。また、自   

分の身を自分で守ることも求められる。そのため、「地域」において、自立した生活を行うためには、   

「福祉サービスを含め、生活に必要な資源を活用できる」「収入や資産に見合った生活費の管理   

ができる」「困ったときに自分から助けを求めることができる」ことが必要であるが、認知症高齢者、   

知的障害者、精神障害者等で判断能力が不十分な状態にある人々の中には、これらを自分だけ   

では十分に行えず、他からの支援を必要とする人々が少なからず存在。   

○ また、このような人々は、契約変更や料金の支払いなどに対応できず、サービス利用の上での   

困難事例になりやすいことから、サービス提供事業者等にとってもその部分を支援する仕組みが   

必要。  

提供  

実施  

専門員対応  
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課題点  

○ 全国的にみると、相談件数、利用契約者数   
は年々増加しているが、実施主体間の格差   

が大きい。   

○ 本事業の対象と考えられる「在宅で一人暮ら   

しの認知症高齢者、知的障害者、精神障害   
者」の数を339，000人と推計すると、平成   

18年度末実利用者数は、その6．5％にすぎ   

ず、まだまだ不十分といわざるをない。  

○ 福祉サービス等の利用援助やそれに伴う日   

常的金銭管理を実施することにより、個別の   

サービス利用では問題解決しない利用者層   

にアプローチしている。   

○ 本事業により親族による金銭搾取等や消費   

者被害が発見されており、副次的効果として   

の見守り機能が大きい。   

○ 利用料の支払いが遅滞する等トラブルにな   

りやすい利用者が円滑にサービス利用できる   

ようになり、事業者にとっての困難ケース解   

消にうながっている。   

○ 利用者の状態変化に対応して成年後見制度   

につなぐとともに、その利用手続きを援助す   

ることにより、成年後見制度の利用に寄与。  
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日常生活自立支援事業の流れ  

調査■解決  

常的金銭管理以姓の援助内容  

趣味活動の紹介、情報提供、趣味活動への書加の嬢助  

ふれあい・いきいきサロンや老人クラブ等への参加の援助   

日常的金銭管理を超えた法律行為の相計司法サービスへのつなぎ  

郵便物琴の内容確級、整理  

住宅改造、居住家屋の貸借に関する援助  

入院中の方の身の回りのことについての援助  

日用品の購入の相談・援助   

医療の受診、医師等の診断結果や説明の理解lこ関する支援  

服薬管理l二関する相談・援助  

就労に関する相談・援助  

住民票の届出等の行政手続きに関する援助  

成年後見制度に関する情報提供、申立て手続き等の支援  

本人の遺言に関する相談  

遺産相続手続きの支捷  

葬式やお墓の相談、対応  

家族関係の訴整  

近隣住民との調整  

その他  

無回答  

操  
助  
内  
容  

80   

（％）   
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出典：平成15年度地域福祉権利擁護事業の運営基盤強化に関する調査研究報告書（全国社会福祉協議会）  
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日常生活自立支援事業の実施状況  

′・○ 平成11年10月の開始以来、相談件数、契約件数ともに年々増加。平成18年度末現在、事業開始   

以降の延べ相談件数は約179万件、延べ契約者数は約3．8万件、実利用者数は2，2万人。  

全国社会福祉協議会調べ  

延べ相談件数  利用契約者数   

平成11年10月～平成12年3月   13，007   327   

平成12年度   42，504   1，687   

平成13年度   106，676   3，280   

平成14年度   159，688   4，631   

平成15年度   231，898   6，252   

平成16年度   298，084   6，488   

平成17年度   402，965   7，247   

平成18年度   530，871   7，626   

合 計   1．785．693   37．538   

知軒  
由                  陣軍畢  
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平成11年10月   平成12  平成13  平成1ヰ  平成15  平成16  平成17  平成柑  

～平成12年3月  年度  

○ 基幹的社協数と専門員、生活支援員数は、年々増加。1ケ所あたり平均では、平成18年度末現在、専門員は   

約1．5人、生活支援員は約18人。  

○ 専門員の雇用形態は、平成17年度末現在、常勤88％（非正規常勤含む。専任47％、兼任53％）、非常勤12％（専任65％、   

兼任35％）。  

○ 専門員一人当たりの平均相談件数は、平成18年度末現在、842件、実利用者数36．1人。  

【瞳■▲静的牡協数 ⊂：＝⊃■∩■■ 一一生清文壇A  基幹的社協数と専門見、生活支援負数の推移  

平成1ユ年度末   平成川年度末   平成15年度兼  平成川年度末   平成l†年度末   平成11年虎夫  

平成13年虔末  平成14年虔末  平成15年度末  平成16年度末  平成17年度末  平成18年度末   

基幹的社協数   433   472   538   530   567   596   

専門員数   
469   523   635   676   771   866  

「1∩只1   rllll   rllAl   rlクAl   rllRl   

生活支援員   
7．了69   8，396   9．602   10．116   柑．364   （1．45）              1U．847  

r17qAl   r177ql   1   rlqnql   rl只ク81   （18．20）   

注．専門員数及び生活支援員数の下段（）書きは1基幹的社協等あたりの平均人数  
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○ 生活支援員の半数は、もと民生委員・児童委員。  

生活支援員になる前の仕事（複数回答）  

声33  社会福祉施設の職員  

民生委員・児童委員  

保健・医療関係の団体の札員  

教育関係の団体の職員  

ボランティア団体の職員や  
ボランティア  

会社職員  

社会福祉協議会の闘員  

行政機瀾の職員  

相談機瀾の槻員  

その他  

無回答   

N＝725  

0  10  20  30  40  50  80 ％  

出典：平成15年度地域福祉権利擁護事業の運営基盤強化に関する調査研究報告書（全国社会福祉協議会）  
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○ 本人からの相談は高齢者、知的障害者、精神障害者いずれも少ない。高齢者は介護支援専門員、知的障害   
者は行政、福祉施設、精神障害者は行政、次いで医療機関からつながる者が多い。  

○ サービス料金の滞納や利用上のトラブル等をきっかけに関係機関からつながることが多いという。  

○ これら必要者が本事業を理解し、契約にいたるための支援が必要であるため、契約以前の専門員による相談   

等の関わりが重要。  

利用者を基幹的社協等につなげる相談経路  

本人  

家族  

親類  

隣人・知人   

ホームヘルパー  

民生委員   

介護支援専門員  

相
談
経
路
 
 
在宅介護支援センター  

福祉施設  

医療機関  

行政  

その他  

無回答  

0  5  10  15  20  25  30  35  40（％）  

出典：平成15年度地域福祉権利擁護事業の運営基盤強化に関する調査研究報告書（全国社会福祉協議会）41   



○ 事業開始からの延べ相談件数、利用契約者数は、都道府県、指定都市社会福祉協議会間に格差。  

実施主体別延べ相談件数・利用契約者数（平成11年10月一平成19年3月）  
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全国社会福祉協議会調べより作成  42  

○ 人口10万人あたりの実利用者数は、都道府県、指定都市社会福祉協議会ごとにみると、最も多いところと少ない   
ところでは約14倍の開き。  

人口10万人あたりの相談件数、実利用者敷  

く相談件数lま平成17年4月～18年3月未の累計。実利用者数は18年鹿末現在）  

匠璽ヨ相談件数  －←一美利用者数  

北青岩音秋山鵜茨栃群増子東鶉新丁石鴇山轟■職愛三滋京大兵真相鳥島田広山懐篭ま書槽性長嶋大書虎沖札仙さ千川積静名京大神広重稽  
鶉薄手城田形■域未■玉集束棄潟山川井秦野隋阜知1tホ阪庫良歌取檜山島口島川嬢知隅★疇本分■児嶋幌台い集嶋浜岡古郡阪戸▲九間  

道れれれ県県れ県れ県れれ蓼川れれれれ県県県県県県れ麻府県県山■■県県県県県れ≠県県県県れ■■れ市市た市布市市丘市市市市州市  
県  県  熟  ま  市  市  

市  
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地域福祉計画の位置づけ  

○ 平成12年6月の社会福祉事業法の改正により、社会福祉法に地域福祉の推進（第4条）が位   

置づけられるとともに、地域福祉計画の策定を新たに規定。（第107条、第108条。規定の施   

行は平成15年4月）  

＊ 地域福祉計画は、行政計画であり、地方公共団体が、地域住民の合意を形成して、地域  

の実情に応じた地域福祉の推進に自主的かつ積極的に取り組むためのひとつの有力な  

手段として法定化。   

○策定は、地方自治体ゐ自治事務。「市町村地域福祉計画」と「都道府県地域福祉支援計画」か   

ら成る。   

○ 第107条、第108条において、事前■事後の両面にわたって計画策定における手続き上の住民   

参加を保障。．   

0 厚生労働省では、都道府県及び市町村が地域福祉計画を策定する際の参考に資するよう、地   

域福祉計画の策定に関する指針の在り方について社会保障審議会福祉部会に審議を求め、   

平成14年1月取りまとめられた同審議会の報告をもって策定指針と位置づけ、各都道府県知   

事あて技術的助言として通知。（「市町村地域福祉計画及び都道府県地域福祉支援計画の策   

定について」平成14年4月1日社会・援護局長通知）  

位置づけ  

○ 平成12年6月の社会福祉事業法の改正により、社会福祉法に地域福祉の推進（第4条）が位置づけられると   

ともに、地域福祉計画の策定を新たに規定   

○ 行政計画であり、策定は自治事務。   

O「市町村地域福祉計画」と「都道府県地域福祉支援計画」から成る。  （P6参照）  

（市町村地域福祉計画）   

1地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項   

2 地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項   

3 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項  

（都道府県地域福祉計画）   

1市町村の地域福祉の推進を支援するための基本的方針に関する事項   

2 社会福祉を目的とする事業に従事する者の確保又は資質の向上に関する事項  

3 福祉サービスの適切な利用の促進及び社会福祉を目的とする事業の健全な発達のため  

の基盤整備に関する事項  （P8～9参照）  

策定手続き  

○事前・事後の両面にわたって計画策定における手続き上の住民参加を保障。（社会福祉法第  
107条、第108条）  
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